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令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計経営健全化審査意見 

 

１ 審査の対象 

  令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。 

２ 審査の方法 

  資金不足比率審査は、広域連合企業長から提出された算定の基礎となる事項を

記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるかどうかを主眼として、決算書

等関係書類を照合精査するとともに、関係当局の説明を聴取し、実施した。 

３ 審査の結果 

  審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類が法令に適合し、かつ、正確であることが認められた。 

記 
会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計 

（水道事業） 
―％ 

２０％ 

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計 

（水道用水供給事業） 
―％ 
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参考資料 

資金不足比率の算定根拠 

  資金不足比率は、資金の不足額の事業の規模に対する比率 

 

                 資金の不足額 

  資金不足比率    ＝  

                  事業の規模 

 

 

いずれの会計においても、資金不足額がないため、資金不足比率は算定されない。 

 

資金の不足額 △5,427,050千円 

  水道事業      ＝  

                 事業の規模   8,960,866千円 

 

                 資金の不足額 △7,663,276千円 

  水道用水供給事業  ＝  

                 事業の規模   5,587,297千円 

 

 




